
（別表１） 

事業継続力強化支援計画 

事業継続力強化支援事業の目標 

Ⅰ 現状 

（１）地域の災害リスク 

（１ 風水害・土砂災害：久留米市地域防災計画、ハザードマップ） 

平成30年7月豪雨、令和2年7月豪雨、令和3年8月豪雨、令和5年7月大雨の災害態様のとおり、

短期間に今まで経験しなかったような集中豪雨の頻発と、これに伴う土砂災害の同時多発的な

発生等が予想される。当市の南東部には耳納山系が東西に伸び、その山麓部にかけての段丘や

扇状地には、低平野から都市化の進展が徐々にではあるが見られている。このため、筑後川支

渓流での土石流、山地山麓部でのがけ崩れ、あるいは脆弱な基盤岩地域における地すべり等の

土砂災害発生の危険性については、今後さらに高まることが予想される。 

現在、筑後川水系に対しては河川整備をはじめ様々な治水対策が進められているが、記録的

な豪雨が多発しつつある傾向は、河川施設の計画規模を一時的ではあれ超過する危険性を有し

ている。このことから、筑後川の河川氾濫による浸水被害はもとより、筑後川の水位上昇に伴

う内水氾濫による低地浸水、冠水等を想定する必要がある。 

また、当市を含む九州地方は、台風の影響を受けやすく、特に秋の台風は大型のものが多い

ため、台風による風害や豪雨被害にも警戒と備えが必要である。 

 

（２ 地震災害：久留米市地域防災計画） 

県の防災アセスメント調査によると、当市域に最大の被害をもたらすと想定される地震は、

過去に被害をもたらした筑紫地震（西暦679年）の震源と考えられている水縄断層帯によるも

のである。これによる市域の想定震度は、「震度6弱」～「震度7」に達するとされており、地

震加速度は700galを超える激震が市域を襲うことになる。 

市域における被害は、建物被害では水縄断層北東下部が震源となった場合に全壊・大破が

5,454棟に及び、人的被害については、318人の死者、3,494人の負傷者が発生、さらに約2,000 

人に及ぶ要救出者が出るものと想定され、さらに避難者数は1万人余に及ぶとされている。 

他方、国による南海トラフの巨大地震に関する地震想定では、市域は震源から遠く離れてい

ることもあり、想定される震度は「震度5弱」～「震度5強」の程度で、津波についても河川遡

上を含め市域には大きな影響はないと想定されている。 

以上のことから、地震災害については市域を東西方向に横切ると想定されている水縄断層帯

による地震による災害を想定する必要がある。 

 

  （３ 環境等：久留米市地域防災計画） 

当市は内陸に位置し、夏の暑さや冬の寒さが厳しく、１日の気温変化が大きい。年降水量は

1,800㎜程度で、降水は梅雨期から夏期にかけて多い。 

また、一級河川筑後川の中・下流域の低平地部に形成されており、市街地には筑後川支流の

高良川などが流下しつつ水郷を形成している。他方で、筑後川流域全体を見渡した場合には、

流域平均年降水量は約2,049mm※1（全国の平均降水量1,683mm※2の約1.2倍）に達しており、

その約4割が6月から7月上旬にかけての梅雨期に集中するなどして、台風発生時期と合わせた6 

月から9月の4ケ月間の降水量は年降水量の約6割を占めている。 

そのなかでも、上流域は多雨地帯であり、年降水量が3,000mmを超えるところもあり、流域

降雨特性としては、筑後川本川の上流域の降水量が多く、中流域では北部の朝倉山地より南部

の耳納山地の降水量が多い傾向にある。このため、当市の降水量がそれほど多くなくても、中・

上流域から間断なく供給される河川水による河川氾濫や低地部での冠水等の危険性は、常に懸

念される。 

 



（４ 感染症） 

新型インフルエンザは、10年から40年の周期で出現し、世界的に大きな流行を繰り返してい

る。また、新型コロナウイルス感染症のように国民の大部分が免疫を獲得しておらず、全国的

かつ急速なまん延により、当市においても多くの市民の生命及び健康に重大な影響を与えるお

それがある。 

 

（５ サイバーセキュリティ） 

  近年、ネットワーク環境の脆弱性を狙った不正アクセスをはじめ、ランサムウェアや不正ア

プリ等による悪質なサイバー攻撃が増加しており、ＤＸ・デジタル化への取組にあわせて適切

なサイバーセキュリティ対策を講じる必要がある。 

   

 

（２）商工業者の状況 

 

                    （令和7年4月1日時点） 

業種 商工業者数 小規模事業者数 備考（事業所の立地状況等） 

商

工

業

者 

建設業 1,367 1,185 市内に広く分散している 

製造業 800 694 工業団地・団地周辺に集積がある 

卸・小売業 3,367 2,863 中心市街地に集積がある 

宿泊・飲食業 1,594 1,354 中心市街地に集積がある 

サービス業 5,439 4,627 市内に広く分散している 

その他 314 272  

合計 12,881 10,995  

 

 

（３）これまでの取組 

 １）久留米市の取組 

    災害対策基本法の規定に基づき久留米市地域防災計画を策定し、当計画に基づき、総合防災

訓練や水防訓練、避難誘導訓練、消防訓練等の各種訓練を実施している。また、地域の防災力

向上のため、自主防災組織結成を促進し、防災リーダーを養成している。中小企業者向けには、

自らの事業継続力向上のため、事業継続力強化計画の策定を促し、計画策定を要件とした補助

制度や融資制度を実施している。 

感染症対策としては、久留米市新型インフルエンザ等対策行動計画及び久留米市新型インフ

ルエンザ等対策業務計画を策定し、感染症流行時等に必要な業務が継続できる体制をとってい

る。 

サイバー攻撃への対応としては、ＤＸ・デジタル化に関する支援施策の展開の中でサイバー

セキュリティ対策の推進を図っており、また、福岡県警察サイバー犯罪対策課と連携し、事業

者向けのサイバーセキュリティ対策について周知啓発（メルマガ配信）を実施している。 

 

 ２）商工会議所、商工会の取組 

    ・ＢＣＰ（事業継続力強化計画）に関する施策の周知 

    ・ＢＣＰ（事業継続力強化計画）策定セミナーの開催 

    ・専門家によるＢＣＰ（事業継続力強化計画）策定支援 

    ・民間保険会社（セミナー講師派遣、損害保険への加入促進、ＢＣＰに関する施策の周知）

との連携 

・福岡県火災共済協同組合等の損害保険制度の周知と加入推進 

    ・市が実施する防災訓練への参加 



    ・被害状況報告連絡網の整備 

    ・防災備品や感染症対策備品の備蓄   

など 

 

Ⅱ 課題 

    事業継続力強化支援事業（令和３年度～）の実施を通じ、久留米商工会議所、久留米南部商

工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会と久留米市が連携して取り組む具体的な体制や計画、

マニュアルが整備され、被害状況の把握等の初動対応は一定確立できているものの、平時・緊

急時の対応を推進する人材の不足や、情報収集ノウハウの蓄積・継承について課題がある。 

    また、小規模事業者における災害リスク、感染症リスク等への対応力強化について、一層の

取組みを行う必要がある。 

 

Ⅲ 目標 

   ・管轄内小規模事業者に対し、災害リスクや感染症等リスクを認識させ、事前対策の必要性を

周知する。 

   ・発災時における被害情報の共有をスムーズに行うため、久留米商工会議所、久留米南部商工

会、久留米東部商工会、田主丸町商工会、久留米市との間における連携体制を密にし、各組

織において情報収集ノウハウの蓄積・継承に向けた取組みを行う。 

   ・発災後、速やかな復興支援策が行えるよう、また、感染症発生時には速やかに拡大防止措置 

を行えるよう、組織内における体制、関係機関との連携体制を平時から構築する。 

   ・小規模事業者が災害リスク、感染症リスク、サイバーセキュリティリスク等に対応できるよ

う、ＢＣＰや事業継続力強化計画の普及を行う。 

    

 

 

※ その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



事業継続力強化支援事業の内容及び実施期間 

 

（１）事業継続力強化支援事業の実施期間（令和８年４月１日 ～ 令和１３年３月３１日） 

    

（２）事業継続力強化支援事業の内容 

・久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会と久留米市の役

割分担、体制を整理し、連携して以下の事業を実施する。 

 

 ＜１．事前の対策＞ 

・自然災害発災時や感染症発生時に速やかな応急対策等に取り組めるよう事前対策を行う。 

 

１） 小規模事業者に対する災害リスクの周知 

・巡回経営指導時に、ハザードマップ等を用いながら、事業所立地場所の自然災害等のリスク

及びその影響を軽減するための取組や対策（事業休業への備え、水災補償等の損害保険・共

済加入等）について説明する。 

・会報や市広報、ホームページ、メールマガジン等において、国県市の施策の紹介や、リスク

対策の必要性、損害保険の概要・重要性、ＢＣＰに積極的に取り組む小規模事業者の紹介等

を行う。 

・小規模事業者に対し、ＢＣＰ（即時に取組可能な簡易的なもの含む）、事業継続力強化計画

の策定による実効性のある取組の推進や、効果的な訓練等について指導及び助言を行う。 

・事業継続の取組に関する専門家を招き、小規模事業者に対する普及啓発セミナーや行政の施

策の紹介、損害保険の紹介等を実施する。 

・新型ウイルス感染症は、いつでも、どこでも発生する可能性があり、感染の状況も日々変化

するため、事業者には常に最新の正しい情報を入手し、デマに惑わされることなく、冷静に

対応することを周知する。 

・ITの利活用が進む一方で、サイバー攻撃手法の巧妙化、悪質化などにより事業に悪影響を及

ぼすリスクがますます高まってきていることから、サイバー攻撃のリスクへの正しい理解や

必要な事前対策について周知啓発を実施する。 

・上記久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会、久留米市

の事業について相互に協力する。 

  

  ２）商工会、商工会議所自身の事業継続計画の作成 

  久留米商工会議所：令和３年２月策定（令和５年１０月一部改訂） 

  久留米南部商工会：令和８年３月までに作成予定 

  久留米東部商工会：令和２年１２月策定 

  田主丸町商工会 ：令和２年１２月策定 

 

  ３）関係団体等との連携 

・福岡県火災共済協同組合、東京海上日動火災保険株式会社、損害保険ジャパン株式会社、三

井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社との連携により、Ｂ

ＣＰ及び事業継続力強化計画の策定支援を行う。また、小規模事業者に対して災害のリスク、

損害保険等の内容について周知を行う。 

   ・関係機関への普及啓発ポスター掲示等の広報協力依頼、セミナー等の共催。 

 

  ４）フォローアップ 

 ・小規模事業者のＢＣＰや事業継続力強化計画作成等、取組状況を確認する。 

・久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会、久留米市にて



連携会議を毎年度開催し、状況確認や改善点等について協議する。 

 

  ５）当該計画に係る訓練の実施 

・自然災害が発生したと仮定し、久留米商工会議所並びに久留米南部商工会、久留米東部商工

会、田主丸町商工会と久留米市の連絡ルートの確認を行う。（訓練は必要に応じて実施す

る。） 

 

＜２．発生後の対策＞ 

・発災時は、人命救助が最優先であることを前提とし、そのうえで下記の手順により地区内の

被害状況を把握し、関係機関へ連絡する。 

 

  １）応急対策の実施可否の確認 

・久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会、久留米市は、

発災後速やかに職員の安否報告を行う。 

【商工会等災害システムやＳＮＳ等を利用した安否確認や業務従事の可否、大まかな被害状

況（家屋被害や道路状況等）等を久留米商工会議所並びに久留米南部商工会、久留米東部商

工会、田主丸町商工会と久留米市で共有する。】 

・国内感染者発生後には、職員の体調確認を行うとともに、事業所の消毒、職員の手洗い・う

がい等の徹底を行う。 

・感染症流行や、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条に基づき、政府による「緊急事

態宣言」が出た場合は、久留米市における感染症対策本部設置等に基づき、感染症対策を行

う。 

 

  ２）応急対策の方針決定 

・久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会と久留米市との

間で、被害状況や被害規模に応じた応急対策の方針を決める。 

・職員自身の目視で命の危険を感じる場合は、出勤をせず、職員自身がまず安全確保をし、安

全が確認できた段階で出勤する。 

・職員全員が被災する等により応急対策ができない場合の役割分担を決める。 

・大まかな被害状況を確認し、２日以内に情報共有する。 

 

   被害規模の目安は以下を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本計画により、久留米商工会議所並びに久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商

工会と久留米市は、以下の間隔で被害情報を共有する。 

 

大規模な被害がある ・地区内１０％の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」

等、比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内１％の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」等、

大きな被害が発生している。 

・被害が見込まれる地域において連絡が取れない、もしくは、交

通網が遮断されており確認ができない。 

被害がある ・地区内１％の事業所で、「瓦が飛ぶ」、「窓ガラスが割れる」等、

比較的軽微な被害が発生している。 

・地区内０．１％の事業所で、「床上浸水」、「建物の全壊・半壊」

等、大きな被害が発生している。 

ほぼ被害はない ・目立った被害の情報がない。 



 

 

 

 

・久留米市新型インフルエンザ等対策行動計画を踏まえ、必要な情報の把握と発信を行うとと

もに、交代勤務を導入する等体制維持に向けた対策を実施する。 

 

＜３．発災時における連絡体制＞ 

・自然災害等発生時に、地区内の小規模事業者の被害情報の迅速な報告を円滑に行うことがで

きる仕組みを構築する。 

 ・久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会、久留米市は被

害状況の確認方法や被害額の算定方法について、あらかじめ確認しておく。 

・感染症流行の場合、国や都道府県等からの情報や方針に基づき、久留米商工会議所、久留米

南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会、久留米市が共有した情報を福岡県の指定

する方法にて県に報告する。 

   ・久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会は、原則、商工

会災害対応システムに被害状況を入力することで、久留米市商工政策課へ情報共有し、県の

商工担当部署へ報告する。 

   ・商工会災害対応システムが利用できない場合は、メールまたはＦＡＸ等により情報共有また

は報告を行う。 

   ・報告時間について、久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商

工会は、原則、発災翌日の１２：００と１５：００、２日目の１２：００、３日目の１２：

００とし、発災時、県からの指示があった場合は、その指示によるものとする。久留米市は

県からの指示により報告する。 

 

 

 

災害発生当日 ～１日 １日に２回共有する 

災害発生後 ２～３日 １日に１回共有する 

災害発生後   ４日以後 状況に応じて随時情報共有 



 
 

 



 
 

 ＜４．応急対策時の地区内小規模事業者に対する支援＞ 

・相談窓口は、久留米商工会議所、久留米南部商工会、久留米東部商工会、田主丸町商工会、

久留米市でそれぞれ開設し、開設情報を共有する。 

・相談窓口は安全性が確認された場所に設置する。 

・地区内小規模事業者等の被害状況の詳細を確認する。 

・応急時に有効な被災事業者施策（国や都道府県、市町村等の施策）について、地区内小規模

事業者等に寄り添いながら周知を徹底する。 

・感染症の場合、事業活動に影響を受ける、またはその恐れがある小規模事業者を対象とした

支援策や相談窓口の開設等を行う。 

 

 ＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞ 

・国・県の方針に従って、復旧・復興支援の方針を決め、被災小規模事業者に対し徹底した支

援を行う。 

・被害規模が大きく、被災地の職員だけでは対応が困難な場合には、他の地域からの応援派遣

等を県等に相談する。 

・福岡県行政書士会と連携し、被災事業者の早期復旧・復興に向けた支援を実施する。 

 

※ その他 

・上記内容に変更が生じた場合は、速やかに県へ報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表２） 

 事業継続力強化支援事業の実施体制 

事業継続力強化支援事業の実施体制 

（令和７年８月現在） 

 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の事業継続力強化支援事業実施に係る体制／関係市町村の事業

継続力強化支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の

関与体制 等） 

 
 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第５条第５項に規定する経営指導

員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

①当該経営指導員の氏名、連絡先 

  ・久留米商工会議所 経営指導員（連絡先は後述（３）①参照） 

   安永 英之、田島 宏則 

 

  ・久留米南部商工会 経営指導員（連絡先は後述（３）①参照） 

   小野 隆、只隈 寛右 

 

  ・久留米東部商工会 経営指導員（連絡先は後述（３）①参照） 

   熊谷 浩之、惣門 卓教 

 

  ・田主丸町商工会 経営指導員（連絡先は後述（３）①参照） 

   山田 敏行、牛嶋 康裕 

 

②当該経営指導員による情報の提供及び助言（手段、頻度 等） 

  ・本計画の具体的な取組の企画や実行 

  ・本経過に基づく進捗確認、見直し等フォローアップ（１年に１回以上） 

 

 

 

 

 



（３）商工会／商工会議所、関係市町村連絡先 

①商工会／商工会議所 

  久留米商工会議所 中小企業相談所 経営支援課 

   〒830-0022 福岡県久留米市城南町 15-5 

   TEL：0942-33-0213 ／ FAX：0942-33-0933 

   E-mail：sodan@kurume.or.jp 

 

  久留米南部商工会 

   〒830-0112 福岡県久留米市三潴町玉満 2779-1 

   TEL：0942-64-3649 ／ FAX：0942-64-4850 

   E-mail：kurumenanbu@shokokai.ne.jp 

 

  久留米東部商工会 

     (善導寺事務所) 

   〒839-0824 福岡県久留米市善導寺町飯田 424-1 

   TEL：0942-47-1231 ／ FAX：0942-47-0823 

   E-mail：kurumetoubu@shokokai.ne.jp 

  （北野事務所） 

   〒830-1113 福岡県久留米市北野町中 3294-1 

   TEL：0942-78-3311 ／ FAX：0942-78-4873 

   E-mail：kurumetoubu@shokokai.ne.jp 

 

  田主丸町商工会 

   〒839-1233 福岡県久留米市田主丸町田主丸 510-4 

   TEL：0943-72-2816 ／ FAX：0943-73-0313 

   E-mail：tanushimaru@shokokai.ne.jp 

 

②関係市町村 

  久留米市役所 商工観光労働部 商工政策課 

   〒830-8520 福岡県久留米市城南町 15 番地 3 

   TEL：0942-30-9133 ／ FAX：0942-30-9707 

   E-mail：syoko@city.kurume.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表３） 

 事業継続力強化支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法 

                              （単位 千円） 

 
令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 

必要な資金の額 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

専門家派遣費 

講習会等開催費 

印刷製本費 

防災、感染症対策費 

400 

300 

100 

200 

400 

300 

100 

200 

400 

300 

100 

200 

400 

300 

100 

200 

400 

300 

100 

200 

（備考）必要な資金の額については、見込み額を記載すること。 

調達方法 

県・市補助金、会費収入、事業収入など 

 

 

（備考）調達方法については、想定される調達方法を記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別表４） 

 事業継続力強化支援計画を共同して作成する商工会又は商工会議所及び関係市町村以外の者を連携

して事業継続力強化支援事業を実施する者とする場合の連携に関する事項 

連携して事業を実施する者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

①福岡県火災共済協同組合 理事長 花田 稔之 

〒812-0046 福岡市博多区吉塚本町９－１５ 福岡県中小企業振興センタービル ８階 

TEL 092-622-8071 

 

②東京海上日動火災保険株式会社 福岡支店部長兼久留米支社長 諏訪部 智及 

〒830-0017 久留米市日吉町１５－６０ 久留米ほとめきスクエア ７階 

TEL 0942-33-9231 

 

③損害保険ジャパン株式会社 久留米支店 支店長 阿部 鉄也 

  〒830-0033 天神町１－６ フラッグ久留米イースト ４階 

  TEL 050-3798-8881 

 

④三井住友海上火災保険株式会社 福岡支店久留米支社 支社長 岩尾 俊正 

  〒830-0032 久留米市東町１－２１ ５階 

  TEL 0942-33-8648 

 

⑤あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 福岡支店久留米支社 支社長 倉川 裕史 

  〒830-0032 久留米市東町３５－３ 昭光ビル ７階 

  TEL 050-3460-1459 

 

⑥福岡県行政書士会 会長 田村 公隆 

  〒812-0045 福岡市博多区東公園２－３１ 

  TEL 092-641-2501 

 

連携して実施する事業の内容 

＜１． 事前の対策＞３）における連携事業内容 

 

①福岡県火災共済協同組合 

②東京海上日動火災保険株式会社 

③損害保険ジャパン株式会社 

④三井住友海上火災保険株式会社 

⑤あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 

 

＜５．地区内小規模事業者に対する復興支援＞における連携事業内容 

 

⑥福岡県行政書士会 

 ・被災事業者の早期復旧・復興に向けた相談支援センターの設置 

 

 

 

ＢＣＰ及び事業継続力強化計画の策

定・実行支援をセミナー開催や個別相談

対応にて実施する。 



連携して事業を実施する者の役割 

 

①福岡県火災共済協同組合 

②東京海上日動火災保険株式会社 

③損害保険ジャパン株式会社 

④三井住友海上火災保険株式会社 

⑤あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

 

⑥福岡県行政書士会 

 ・被災事業者の早期復旧・復興に向けた支援 

 

 

（見込まれる効果） 

①、②、③、④、⑤、⑥と連携することにより、小規模事業者等へ災害や感染症のリスク認識と事前

対策の重要性が理解され、災害や感染症発生時に経営等への影響を最小限に留められ、事業継続並び

に早期復旧が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害リスクや共済・損害保険等の内容に

ついての周知、ＢＣＰ及び事業継続力強

化計画の策定・実行支援 



連携体制図等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県火災共済 

協同組合 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米商工会議所 

 

久留米南部商工会 

 

久留米東部商工会 

 

田主丸町商工会 

 

久留米市 

 

小規模事業者等 

協力・連携 

情報提供・支援 

東京海上日動火災保

険株式会社 

損害保険ジャパン株

式会社 

三井住友海上火災保

険株式会社 

あいおいニッセイ同

和損害保険株式会社 

協力・連携 

協力・連携 

協力・連携 

協力・連携 

福岡県行政書士会 協力・連携 

支 

援 


